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第二部会担当審査総括室
審査官 増 井 啓 秀

（直通電話） 03-5403-2168

テルウェル西日本（雇止め撤回）不当労働行為再審査事件

（平成23年(不再)第59号）命令書交付について

中央労働委員会第二部会（部会長 菅野和夫）は、平成24年８月２日、標記事件に関する

命令書を関係当事者に交付しましたので、お知らせします。

命令の概要は、次の通りです。

【命令のポイント】

～ パートタイマーである組合員１名を、会社が、うつ状態による長期欠勤後の復職は

見込めないと判断して雇止めしたことと、その雇止めに関する団体交渉での会社の対

応は、不当労働行為に当たらないとした事案 ～

うつ状態により３か月の休養を要すると診断された組合員は、休養後の就労につい

て直接会社に意思を表示せず、ストライキ通告による休養期間直前の不就労を含めると

約４か月間長期欠勤していた。そのため、会社がこれらを考慮して、次年度は安定的に

労務を受領できないと判断し、雇止めにしたことは、不当労働行為には当たらない。

また、団体交渉で、会社が組合に対し、雇止めの理由などについて説明した対応は

不誠実であるとはいえず、不当労働行為には当たらない。

Ⅰ 当事者

再審査申立人：大阪電気通信産業合同労働組合（「組合」）（大阪市中央区）

組合員80名（平成24年２月現在）

再審査被申立人：テルウェル西日本株式会社（「会社」）（大阪市中央区）

従業員約4,000名（平成23年４月現在）

Ⅱ 事案の概要

１ 本件は、会社が、組合の組合員を21年３月31日限りで雇止めしたこと（「本件雇止め」）およ

び団体交渉で本件雇止めについて十分な説明をしなかったこと等が、不当労働行為であるとし

て、救済が申し立てられた事件である。

２ 初審大阪府労委は、不当労働行為であると申し立てられた上記１の事実について、

いずれも不当労働行為には当たらないと判断し、組合の救済申立てを棄却したところ、

組合は、これを不服として、再審査を申し立てた。

Ⅲ 命令の概要

１ 命令主文要旨

本件再審査申立てを棄却する。

２ 判断の要旨

(1) 本件雇止めは労組法第７条第１号および第３号の不当労働行為に該当するか。

ア 会社が、組合員のようにパートタイマーとしての雇用契約を８回も更新している者につ

いて、労働基準法に準じ、雇止め日の30日以上前に解雇予告通知をすべきと考えたこと、

会社のパートタイマー就業規則で退職すると規定されている私傷病による欠勤日数が30日
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を超えていたとみられることから、21年２月中旬時点において会社が組合員の雇止めを判

断していたとしても不自然ではなく問題はない。

イ 本件雇止めを判断する前提として、組合員の健康状態の把握に努めていた会社は、21年

４月以降の組合員の就労の可否を同年１月８日付け診断書（うつ状態により３か月の休養

を要する）や同月23日付け欠勤届の記載のみでは判断していないと考えられる。また、会

社が、同年２月中旬までに組合員が直接会社に対し４月以降の就労意思を表示せず、組合

が会社との直接接触を遮るだけであったことを勘案して、同月以降、組合員から安定的に

労務を受領できないと考えたとしても無理はない。

ウ 組合員に関する人事管理上の責任を有する会社が、しかるべき責任者による直接接触を

通して、組合員の健康状態の確認をすることは当然の責務であり不自然な点はない。また、

組合が会社と組合員の直接接触を全面的に拒否する状況のもとで、会社が組合員の主治医

への問い合わせをしなかったり、産業医による診察を受けさせなかったとしてもやむを得

ない。

エ 会社がメンタルヘルス対策を有していても、会社管理職と組合員が現実的には直接接触

できないような状態にあったのであるから、会社が、労働者が会社に自分の病状等を伝え

るといった最低限のコミュニケーションが取られていることが前提となる職場復帰支援を

行っていなかったとしても、格別の落ち度はないと考えられる。

オ 会社が、20年11月下旬からの目的等を把握できないストライキ通告による組合員の連続

不就労を、同年12月16日以降の病気欠勤と一連のものであると認識し、本件雇止めを判断

する上で補足材料としたとしても不当とはいえず、その他組合が会社が嫌悪すると主張す

る組合活動等については、会社が嫌悪しそれ故に本件雇止めを行ったと認めるに足りる証

拠等はない。

カ 上記アからオのとおり、本件雇止めは組合員の欠勤の状況および健康状態が芳しいもの

でなかったことを理由とするものであることは明らかであり、組合員の組合活動への報復

の意思ないし組合に対する弱体化の意図は認められないから、本件雇止めは労組法第７条

第１号および第３号に規定する不当労働行為には該当しない。

(2) 21.３．31団交及び21.７.８団交における会社の対応は労組法第７条第２号の不

当労働行為に該当するか。

ア 21.３．31団交において、本件雇止めについて、会社が、①組合に対し、事業部内で次年

度契約をどうするか検討し、事業部はそれを本社にあげ、最終的には社長が判断した旨説

明していること、②２１年２月１６日の週末に決定したこと、③組合員の主治医に問い合

わせをしなかったり、産業医の診察を受けさせなかったことに非があるとすることはでき

ず、会社が持ち得る客観的データから雇止めを判断した旨述べたとしても、同団交におけ

る会社の対応が不誠実であったとはいえない。

イ 21.７．８団交において、会社は組合に対し、本件雇止め理由について、21.３．31団交

の際と同趣旨の回答を行い、一貫した説明を行っている上に、パートタイマーの就業規則

で私傷病によって30日とうたっていることに基づいて本件雇止めを最終的に判断した旨説

明しており、会社の対応は不誠実であるとはいえない。さらに、職場復帰支援プログラム

は、労働者が円滑に職場復帰するためのものであり、対象となる労働者は会社と雇用関係

があることが前提であると解され、同団交時点では、会社と組合員との間で雇用契約がな

いことは明らかであるから、同時点で会社が組合に対し、同プログラム等を明らかにしな

ければならない差し迫った事情があったとはいえない。

ウ そうすると、21.３．31団交および21.７．８団交における会社の対応は、労組法第７条

第２号に規定する不当労働行為には該当しない。

【参考】 初審救済申立日 平成22年３月10日（大阪府労委平成22年(不)第13号）

初審命令交付日 平成23年８月25日

再審査申立日 平成23年９月８日


